
相生市もっと活力上昇計画(案)に対する意見募集について 

 

 

「相生市人口ビジョン・地域創生総合戦略『相生市もっと活力上昇計画』（案）」

を作成いたしました。 

つきましては、相生市民意見提出制度（パブリック・コメント制度）の実施に

関する要綱に基づき、この案に対する市民の皆さんのご意見を募集します。 

 お寄せいただいたご意見は、それに対する相生市の考え方とともにその概要

を公表いたします。また、ご意見に基づき計画を修正した時は、修正内容と理由

をあわせて公表いたします。 

 

１ 計画策定の趣旨 

人口減少は、経済規模の縮小やサービス水準の低下を招き、それが更なる人

口減少を及ぼすという悪循環に陥ると言われます。本市では、こうした悪循環

を断ち切り、「しごとづくり」「ひとづくり」そして「まちづくり」が効果的に

連動し、本市のすべての住民が希望を持ちながら安心して暮らすことができる

よう、「相生市人口ビジョン・地域創生総合戦略『相生市もっと活力上昇計画』

（案）」を策定しました。 

 

２ 計画の概要 

（１）計画の位置づけ 

【人口ビジョン】本市における人口の現状を分析するとともに、人口に関す

る市民の認識を共有しながら、今後目指すべき将来の方向と人口の将来展望を

提示するものです。 

また、同時に策定する「相生市地域創生総合戦略」において、まち・ひと・

しごと創生の実現に向けた効果的な施策を企画立案する上での基礎となるも

のと位置付け、整合性を保つものとします。 

さらに、人口減少に歯止めをかける積極戦略と、人口減少に対応したまちづ

くりを行う調整戦略のバランスを図りつつ、今後の人口の変化が地域の将来に

与える影響の分析・考察を行い、目指すべき将来の方向等を提示します。 

 

【地域創生総合戦略】まち・ひと・しごと創生法第10条に基づく「市町村

まち・ひと・しごと創生総合戦略」であり、国・兵庫県の「まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」を勘案して策定するものです。また、本市における人口

の現状と今後の展望を示した「人口ビジョン」を踏まえて策定します。 

市の最上位計画である総合計画や各分野個別計画との整合を図りながら、

総合計画における「基本計画」と「実施計画」の部分から地域創生に向けて

重点的に取り組むべき施策をとりまとめたものです。 

行政をはじめ、市民、地域、団体、企業など市全体で推進する計画と位置付

けます。 



（２）計画の期間 

【人口ビジョン】平成 27 年度から平成 72 年度まで 

【地域創生総合戦略】平成 27 年度から平成 31 年度までの 5 年間 

  ※国の方針転換や、今後の本市における住宅開発等の影響、社会経済動向の

変化など、人口に大きな影響を与える要因があった場合などにおいては、適

宜、見直しを行います。 

 

（３）地域創生総合戦略の基本方針 

総合戦略では、子育て世代をターゲットとして平成２３年度から展開してい

る子育て・教育施策、定住促進施策に加え、本市の地域資源を最大限に活用し、

交流人口の獲得や地域経済の活性化を目指す 

【基本目標】 

  ①結婚・出産・子育ての希望をかなえ、充実した教育環境をつくる 

  ②まちの魅力発信により、新しいひとの流れをつくる 

  ③地域資源を活用したしごとをつくる 

  ④将来にわたって安心で誇れるまちをつくる 

 

３ 意見を提出できる方 

 ・相生市に住所、事務所又は事業所のある方 

 ・相生市に通勤、通学されている方 

 ・相生市に納税義務のある方 

 ・この計画（案）に利害関係がある方 

 

４ 意見の提出期限 

平成 27 年 12 月 28 日（月）から平成 28 年 1 月 22 日（金）まで 

（※郵送の場合は、当日消印有効） 

 

５ 意見の提出方法 

必ず氏名及び住所を明記のうえ、次のいずれかの方法により提出してくださ

い。様式は自由ですが、氏名及び住所の記載のない場合は、受付をいたしませ

んのでご了承ください。 

 

（1）郵送     〒678-8585 相生市旭一丁目 1 番 3 号  

相生市企画広報課 

（2）ファクシミリ 0791－22－6439 

（3）電子メール  kikaku@city.aioi.lg.jp 

          （氏名及び住所を忘れずに明記してください。） 

 

 

 



６ 計画（案）の閲覧方法 

 平成 27 年 12 月 28 日（月）以降、相生市ホームページからダウンロードをし

ていただくか、相生市役所 1 号館 2 階企画広報課の窓口、公文書公開コーナー

にて年末年始、土、日、祝日を除く 8 時 30 分から 17 時 15 分まで閲覧いただけ

ます。 

 

７ その他 

 公開はご意見の内容のみを行い、ご意見をいただいた方の氏名などを公表す

ることはありません。また、お寄せいただいた意見に対し、直接には回答いたし

ませんのでご了承ください。 

 

８ お問い合わせ先 

 〒678-8585 相生市旭一丁目 1 番 3 号 

相生市企画総務部企画広報課 

        電話： 0791－23－7124 

 


